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新公益法人制度の概要

●新しい公益法人制度が平成20年12月1日より施行

現行公益法人制度

【法人の設立】
各主務官庁の許可
【公益性の判断】
各主務官庁の裁量 【公益性の判断

●現行の公益法人は、施行後5年間以内に法人形態

分離

一体

現行公益法人 特例民法法人

新法施行前

移行の

現状のまま（5年間の特例措置）
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現状調査・シナリオ分析
フェーズ

l実態把握のための簡易財務調査
l公益性認定のための１８要件とのFit & Gap
lシナリオ分析（公益・一般・営利法人化）
l課題の整理
l研修その他相談業務

移
行
手
続
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行
フ
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ー
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l定款作成に関する支援・助言
l公益性認定のための課題等に対する助言
l移行手続きに対する助言・指導
l移行スケジュール作成に際しての支援・
l申請資料作成に際しての支援・助言 等

（新）公益法人
を目指す場合

一般法人
を目指す場合

l定款作成に関しての支援・助言
l一般法人化のための課題に対する助言
l公益目的支出計画作成に際しての支援
l移行手続きに対する助言・指導
l移行スケジュール作成に際しての支援・
l申請資料作成に際しての支援・助言 等

営利法人
を目指す場合

l営利転換スキームに対する助言・指導
l財務デューデリジェンス
l事業価値算定の調査業務
l営利転換スキーム上の課題に対する助言
l営利転換スケジュール作成に際しての支援

※他法人との合併、一部事業譲渡、解散等の組織再編

弊社の支援内容

【本件に関する連絡先】 新日本パブリック・アフェアーズ
〒100-6028 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング

http://www.snpa.co.jp/
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施行されました。

新しい公益法人制度

【法人の設立】 登記のみで設立

判断】 公益認定等委員会の意見に基づく認定

法人形態を選択し、移行しなければなりません。

（新）公益法人

新法施行後

みなし解散

一般法人

株式会社化等

の流れ

5年以内に移行しない場合

定款＋公益認定18要件のクリア

定款＋公益目的支出計画の承認

貴法人の「進むべき道」を検討・決
定するための素材をご提供いたし
ます。

貴法人が選択した法人形態ごとに、
検討すべき項目をとりまとめた上で、
定款作成、スケジュール作成、課題
の検討、申請資料作成の際の支
援・助言を行います。

営利法人化する際の支援について
も実施いたします。

Fit & Gap分析
）

助言・指導

・助言
等

助言・指導
支援・助言

・助言
等

助言・指導
支援・助言 等

組織再編についても対応いたします。

パブリック・アフェアーズ株式会社 担当：屋島・長谷川
ビルディング TEL：03-3503-1557
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